
          

単月８０時間超 

 

職員は、「面接指導自己チェ

ック票」を実施する 

産業医による面接指導を 

実施する【随時】 

長時間労働者の産業医による面接指導にかかるフロー図 

原則として職員課から該当

職員と所属長へ面談実施の

通知をする 

面接指導の申し出 有 

職員は、医務室へ面談希

望の連絡をする 

 

面接指導の申し出 無 

医務室は、職員と産業医

の日程を調整する（保健

師、看護師） 

 

≪職員≫ 

産業医による面接

指導を実施する 

【指定日】 

≪所属長≫ 

＊長時間労働を命

じた所属長に対し

ても、産業医によ

る面接指導を実施

する 

【指定日】 

 

単月８０時間超または 

６か月平均４５時間超 

 

     ＊産業医による所属 

      長面接指導は年１ 

      回１２月のみ実施 

 

毎月実施 

（前月のデータ） 

６月及び１２月に実施 

6 月は前年度下半期のデータ 

12 月は当該年度上半期のデータ 

 

原則として職員課から所属

長へ該当職員を通知する 

 

所属長は、該当職員に「面

接指導自己チェック票」に

よりチェックを行うこと、

及び希望があれば産業医

の面談を受診できること

を説明する 

 

■フロー① 

 

■フロー② 

 

＊職員は記載した「面接指導自己チェック票」を面談

時に持参する 

 


